
所管部署
（連絡先）

令和　5年　6月実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を行いました。

⑴
市民ニーズの把握・
対応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

⑷ リスクマネジメント

代表団体

（JVの場合）

構成団体

（JVの場合）

名　称
ミディ総合管理株式会社

(JVの場合はグループ名)

所在地(JVの場合は代表団
体の所在地)

大阪市中央区難波二丁目２番３号

施設の概要等

所在地 枚方市岡東町14番49号

主な業務内容
①施設の使用許可に関する業務　②施設の使用許可の取消し等に関する業
務 ③施設の使用料の徴収に関する業務 ④施設内の整理、指導業務 ⑤施
設の維持管理に関する業務 ⑥その他必要な管理運営業務

設置目的
道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都
市の機能の維持及び増進に寄与するため、自動車駐車場(以下
「駐車場」という。)を設置する。

指定管理期間 令和４年４月１日～令和９年３月31日

２　業務の継続性・安定性 指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認します。

１　業務の履行状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（要求事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
アンケート調査等の実施により、市民（利用者）のニーズを把握し、その結果を
踏まえて改善を行っているかを確認します。

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）
料金収入や委託料等の収支状況について、当初の収支計画と乖離がないか、
適正な内容となっているかについて確認します。

指定管理者

令和4年度　 定期モニタリング評価表（年間）

施設名 岡東町自動車駐車場 交通対策課
（050-7102-6530）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項 指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認します。

改善指示等への対応状況
緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体制・対
応方法について確認します。
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▍１　業務の履行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　選定時の基準（要求事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5
4
3
2
1

評価 評価 評価理由

4 4

　「枚方市駅周辺コミュニティパーキング共
通駐車券システム」のポスターを場内に掲
示する等、共通駐車券の利用促進に努め
ている。
　有人管理の利点を活かした管理運営を
行っており、高齢者、障害者の利用が増加
する中、精算等のトラブルに迅速に対応で
きることで、利用者に安心感を与えている。
　また、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、利用者の触れる部分にアルコール消
毒や感染拡大防止の啓発ポスターによる
周知を行うなど、年間を通じて、感染予防
対策については高く評価できる。

施設の設置目的等を踏まえた現状認識及び今後の方向性が明確に提案されている（要求事項7）

・有人管理ならではの当社独自の対策（安全・安心・快適な施設提供及び利
用促進策）を実施する。

①「枚方市駅周辺コミュニティパーキング共通券シ
ステム」のポスターを場内に掲示し、案内チラシを置
いて共通駐車券の利用促進を図っています。
②近隣企業（不動産・証券・保険・病院等）と
定期券利用の契約をし、「道路交通の円滑化」に
貢献しています。
③障害者・高齢者・女性の利用者が増加していま
すので、人の顔が見える安心感、トラブルを迅速に
解決する安心感で、より安全・安心・快適な市営
駐車場を目指し、人に優しいサービスを心がけ、更
なる利用者の増加策を積極的に推進しています。
④全国の障害者手帳等をお持ちの方が減額対象
になりましたので、増加した対象者の方々に丁寧な
減額手続を実施しています。
⑤新型コロナウイルス対策として、管理員の場内巡
回時に全ドアノブ・エレベーター関係ボタン類等のア
ルコール消毒を頻繫に実施しています。

・

・

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

【施設の経営方針に関する事項】
①施設の現状に対する考え方及び将来展望

評価ポイントごとの評価基準
計画以上に独自の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を行っている。
計画以上の良好な管理運営を行っている。
計画どおりの適正な管理運営を行っている。
一部計画とおりにできていない、又は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を行っている。
全く計画どおりにできていない、又は一部不適切な管理運営が行われている。
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3 3
　コンプライアンス推進委員会を設置してお
り、関係法令及び本市条例・規則を遵守
した管理運営が行われている。

3 3

　当初AEDの利用は従事者のみとAEDの
設置目的と乖離した運用をしていたが、本
市指摘により誰でも利用できるよう是正さ
れている。
　また、場内ラインの引き直しを実施するな
ど、利用者が駐車場を快適に利用できるよ
う努めている。

3 3
　車いすの無料貸し出しや、自主事業とし
て自動二輪車用ヘルメット等入れロッカーの
設置を実施している。

3 3
　駐車場本社会議や駐車場全体会議を
実施し、利用者サービスの維持・向上に取
り組んでいる。

3 3

　枚方市コミュニティパーキング共通駐車券
事業への継続参加、ホームページやSNS
等の活用により、施設の空き状況や新サー
ビス情報等が発信されている。

・

・

施設の利用の向上に関する計画（広報活動を含む）が提案されている（要求事項11）

・当社ホームページやSNSの活用、のぼりの設置、広報ひらかた、枚方市駅周辺
コミュニティパーキングへの継続参加、ネコの目サイト等を活用して新規顧客の開
拓に努める。

当社ホームページやネコの目サイトから駐車場に関
する情報を発信や枚方市駅周辺コミュニティパーキ
ングへの継続参加等により利便性をよくすることで
新規顧客開拓に努めています。

・

・

利用者サービスを維持・向上させる具体的な取組について提案されている（要求事項10）

・お客様に「また利用したい」と思っていただける魅力あるサービス提供に力を入れ
て取り組む。

ネコの目サイトの導入や車いすの無料貸し出し、二
輪車用ヘルメット入れロッカーの設置など利用率を
上げる方策を行い魅力あるサービスの提供に取り
組んでいます。

・社内で更なるサービス向上につなげるべく様々な形での会議、ミーティングを実施
する。

駐車場本社会議や駐車場全体会議においてさま
ざまな事柄について水平展開し改善に当たっていま
す。

②施設運営に関する計画

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った運営計画が提案されている（要求事項9）

・コンプライアンス推進委員会を設置してコンプライアンス意識の定着を図り、駐車
場条例、施行規則に則り管理運営する。

当社は「コンプライアンス推進委員会」を設置し、企
業として社会的責任を果たすべく、倫理・法令等の
遵守を推進しています。

・「安全・安心・快適」という基本理念のもと、当社独自の方策を実施して当施設
の設置目的の達成に貢献する。

場内のライン改修やAEDの設置など当社の基本
理念のもと行っており当施設の設置目的達成に貢
献していると考えます。
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3 3
　現場において、挨拶の唱和訓練が行われ
るなど、常に従事者のレベルアップが図られ
ている。

3 3
　駐車・駐輪場従業者必携マニュアルなど
を整備し、利用者への接遇対応の平準化
が図られている。

3 3

　場内の物損事故や管理システムの不具
合などのトラブルが発生した際、本市へ迅
速に報告するとともに、各設備メーカ－等と
連携し、利用者に支障をきたさないよう迅
速に対応している。

3 3

　必要なマニュアルを現場に備え、日常の
様々なトラブルに迅速に対処しており、口
頭による市への報告を行っている。
　また、利用者アンケートにより、利用者の
満足度の高い対応が行われていることが確
認できた。

4 3
　所⾧会議や統括班⾧会議等を通じて、
他施設などで発生したトラブル等を共有し、
類似事例の発生に備えている。

4 3

頻繁な巡回（1日8回程度）、清掃（巡
回時に実施、トイレ清掃は1日2回）を
行っており、不良箇所の早期発見と迅速な
修繕によって安全で快適な利用環境の維
持管理を行っている。

3 3
　防犯カメラや機械警備による監視、ライン
の引き直しや場内案内の掲示を行い、安
全な利用環境の維持を行っている。

・

・事後対応においては、事後処理・原因究明・新しい対応策の策定により、類似
事業の発生に備える。

所⾧会議や統括班⾧会議等を通じて、情報の水
平展開を行いました。

利用者等の安全・秩序維持のための適切な対応方法について提案されている（要求事項14）

・巡回の実施や混雑時の誘導の実施等を行い、施設の安全を守る。 日常業務の中で場内巡回を行っています。

・防犯カメラや機械警備による監視を行うほか、危険な箇所等への適切な注意喚
起掲示物の設置やライン引き等行い、事故の未然防止を図る。

①機械警備による防犯強化を図っています。
②消えかかったラインの改修や場内案内の掲示な
どを行っています。

・

利用者が安全に利用できるよう施設内で発生するトラブルへの対応方法等について提案されている（要求事項13）

・当施設における安全・安心・快適な管理体制を維持する。
各設備メーカー等の関係者との連携と本社のバック
アップ体制を構築し対応に当たっています。

・予測されるあらゆるトラブルの未然防止に努め、緊急時においては利用者・管理
人の安全第一を大前提とした適切な対応を行う。

場内巡回等日々の業務で施設ならびに場内の動
き等を注視することで、トラブルを未然に防止したり
発生時には迅速な対応が行えるようにしています。

利用者に対する接遇対応向上について提案されている（要求事項12）

・サービス業では接客態度がイメージを左右する重要な要素となりますので、接客
のプロを育成するため、コンプライアンスに則り教育研修を実施するほか、外部研
修にも積極的に参加する。

①本社の教育指導員や統括班⾧が当社の従業
者必携マニュアル・基本挨拶の唱和を行い、管理
員のステップアップに努めています。
②駐車場の管理員が参加する本社での「駐車場
管理員教育」を実施しており、接客態度や金銭管
理、個人情報の保護に関する事項についても特に
力を入れて毎年実施していましていましたが、今年
度も新型コロナウイルス対策としての３密禁止で講
習会を中止にしましたが、本社より感染予防対策
に関する指示や資料がメールにて送付され、適切
に予防措置を行いました。

・マニュアルの形態や表彰制度を実施して公の施設に相応しい人材の育成に取
組む。

①接客やサービス、コンプライアンスなど様々なマ
ニュアルを整備し人材育成に取り組みました。
②今年度の社内表彰は該当者がございませんでし
たが、人材育成において適正な評価を行うことで育
成につながると考え努めました。
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3 3
　お客様アンケート、ご意見箱の常設、ホー
ムページにより、利用者の意見・要望を把
握している。

4 4

　アンケート調査を実施するにあたり、サービ
ス券を配布して利用者ニーズの把握に努
め、回答者数の確保を図っている。また、ア
ンケート結果を分析し、現状把握した上で
本市に報告、提案を行っている。

3 3

　お客様アンケートやご意見箱、ホームペー
ジに寄せられた意見・要望を把握、駐車場
運営への反映に努めている。
　なお、令和４年度については、ご意見箱
等に寄せられた意見・要望等はなかった。

3 3

頻繁な巡回（1日8回程度）、清掃（巡
回時に実施、トイレ清掃は1日2回）を
行っており、不良箇所の早期発見と迅速な
修繕によって安全で快適な利用環境の維
持管理を行っている。

3 3

　消防法に基づく年2回の設備点検、建築
基準法に基づく建築物及び建築設備、防
火設備の点検など、関係法令に準拠した
点検が実施されている。

・関係諸法規に準拠した点検を行い「安全・安心・快適」な施設管理を行う。
消防用設備や建築設備など定期的に法令点検を
行い、常に正常な施設・設備の維持に務めまし
た。

・

・頂いたご意見等は駐車場運営に反映する。
当社ホームページにご意見が寄せられた際は、内
容を吟味し対策の検討を行っています。

【施設の管理に関する事項】
関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（要求事項16）

・予防保全の考え方を基本として、利用者の「安全・安心・快適」のために、常に
正常な施設・設備を維持する。

日々の巡回等による日常点検や定期的に点検を
行い、常に正常な施設・設備の維持に務めまし
た。

セルフモニタリング及び利用者等に対するアンケートの実施について提案されている（要求事項15）

・管理人が利用者から積極的にニーズを得られるような環境を整える。

ご意見箱を２箇所設置し、お客様にご利用してい
ただいています。貴重なお客様のご意見・ご要望を
収集するツールとして、今後も活用して行きたいと
考えています。

・ご意見箱の設置、お客様アンケート、フリーダイアル、当社ホームページにてお客
様ニーズを把握するほか、管理人を信頼して頂ける環境づくりを行い幅広いご意
見等の収集に取り組む。

ドライバーの性別・年代層調査の実施とお客様ア
ンケートについては、貴市とアンケート内容と実施時
期を検討し、貴市の要望を反映した内容で、毎年
実施しています。お客様記入方式で、アンケートに
ご協力いただいた方には、サービス券(１００円
券)を配布しています。結果については貴市に報告
し、お客様のニーズに合った提案をしてまいります。
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3 3

　駐車場管制システムをはじめ、設備全般
に係る保守点検が実施される。
　また、定期的なトイレや排水溝等の清
掃、駐車場周辺の雑草等の除去、植栽の
剪定等、常に場内の美化に取り組んでお
り、安全・安心・快適な利用環境の維持を
行っている。

4 4
　適正な人員配置で利用者が安全・安心
して利用できる施設の管理運営を行ってい
る。

4 3
　発生した廃棄物は、適正に保管・搬出・
処理されている。

3 3
　社内業務監査により、備品と運営管理
状況の確認がされている。

3 3
　社内業務監査により、備品等の管理が
適正に行われている。

・社内業務監査にて確認を行う。
令和4年度は親会社の監査により帳簿等の確認
を行いました。令和5年度に当社の社内業務監査
を予定しています。

・

・

・
備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任所在について提案されている（要求事項20）

・貴市備品と当社の持ち込み備品を台帳で区別し、年１回の棚卸を行う。
本社指導員、統括班⾧にて個人情報物管理・鍵
管理、備品管理状況等の確認を実施しています。

・

・

施設内で生じた廃棄物の適切な一時保管、搬出、処理の提案がされている（要求事項19）

・発生した廃棄物は集積場所に保管し、搬出処分は業者に委託して適正に処
分する。

日常的に発生する廃棄物は週３回の回収を業者
に委託して適正に処分しています。

・

・
適正な人員配置でのローテーション及び業務分担が提案されている（要求事項18）

・管理運営体制の基準を遵守し、当施設に最も適正な人員配置、ローテーション
で管理運営を行う。

①適正な人員配置で施設の管理を行っています。
【責任者】 １名配置
（業務内容）管理員の指導・監督、料金集計、
利用料の納付、市への報告、駐車場内巡回
【管理員】 ２名配置
（業務内容）精算機前・場内の状況把握、減
額者の対応、定期券販売、場内巡回、場内清掃
等。

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利用者への安全、快適な環境が提案されている（要求事項17）

・当社のビル管理業務におけるプロとしてのノウハウを生かし、設備保守管理業
務・清掃業務・警備業務等の当施設の管理運営業務を適切かつスムーズに行
い、利用者にとって安全な環境を提供する。

①設備保守点検については、電気設備・エレベー
ター・消防設備・管制システム(カーゲート、自動精
算機他)・場内放送設備・受水槽・機械警備シス
テム等について定められた周期で確実に実施してい
ます。
②場内に無料で「善意の傘」を設置しています。
③駐車場周辺の雑木・雑草を定期的に除去して
います。
④1日２回のトイレ清掃を遂行し、お客様に安全・
安心・快適な駐車場環境を提供しています。
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3 3
　提案事業で電気自動車用充電システム
を導入している。

3 3
　リサイクル品の使用や、従事者の省エネル
ギー意識の徹底などが行われている。

3 3 　適切に選任されている。

4 3
　令和４年６月時点では未達成であった
が、令和５年６月時点では達成されてお
り、障害者等を積極的に雇用している。

3 3
　オンラインで実施される人権研修等に参
加している。

3 3
　駐車・駐輪場従業者必携マニュアルの基
づき、入社時に人権教育が実施されてい
る。

3 3
　人権厳守の内容が盛り込まれた駐車・駐
輪場従業者必携マニュアルを従事者に携
帯させている。

3 3
　会社独自のハラスメント防止委員会を設
置している。

3 3
　ハラスメント防止委員会規程に基づき、ハ
ラスメント相談窓口を設け、相談しやすい
環境を整備している。

4 3

　従事者に毎日の手洗い、うがい等を行う
よう通知し、体調不良時の行動指針の周
知など、感染症拡大防止策を実施してい
る。

4 3
　不特定多数の方々が使用する機器類に
抗菌・抗ウイルス剤を塗布している。

・管理人の毎日の検温、手洗いうがいの徹底、マスクの着用、トレーによる金銭の
授受、体調の悪い管理人の出勤禁止、アルコールの設置、場内の換気の徹底等
を行う。

管理員には毎日の検温と手洗い、うがいを励行す
るよう通知し、体調が悪い場合の行動指針を周知
しました。

・効果を継続させるため、指定期間において不特定多数の方々が使用する発券
機等に抗ウイルス抗菌加工を再度塗布する。

機器類には抗菌・抗ウイルスコーティング剤を塗布
しています。

セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントの防止対策について提案されている（要求事項25）

・ハラスメント防止委員会規程に基づき、ハラスメント防止委員会を設けている。
当社はハラスメント防止委員会規程に基づき、ハラ
スメント防止委員会を設けることにより、業務部部
⾧、営業部部⾧がその任に当たっております。

・ハラスメント相談窓口を設け、相談しやすい環境を整備している。
相談窓口を設けることにより、相談しやすい環境に
しています。

業務に従事する者及び利用者の手指や備品の消毒、施設の換気等、感染症の拡大防止策が提案されている（要求事項26）

・人権教育の促進および人権セミナー等へ積極的に参加する。 WEB研修等に参加しています。

・入社時に人権教育を実施。
駐車・駐輪場従業者必携マニュアルを説明してい
ます。

・人権厳守内容を盛り込んだマニュアルを携帯させている。
駐車・駐輪場従業者必携マニュアルを携帯してい
ます。

業務に従事する者が、人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権研修について、提案されている（要求事項24）

障害者法定雇用率が達成されている（申請段階で未達成の場合は、本施設における雇用をはじめ、雇用率が達成できるよう提案されている）（要求事項23）

・障害者等を積極的に雇用する。
R4年6月の報告時点での雇用率は2.17で法定
雇用率2.3％に未達でしたが、R5年6月時点では
2.84で達成しています。

・環境に配慮した運営を行いごみの排出削減、環境に配慮した物品の調達、環
境に配慮した衣類を制服に採用、管理人への環境問題に対する意識付け、
CO2の抑制に努める。

駐車場の管理運営において省資源対象としてあげ
られるのが、「水道・電気・資源」です。管理員にも
節電・節水の徹底をはかり、リサイクル品(トイレット
ペーパー・コピー用紙等)を使用し、無駄遣いを抑
止しています。

・

公正採用への対応として、大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱、又は大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、「公正採用選考人権啓発推進員」を設置している
（要求事項22）

・公正採用選考人権啓発推進委員を選任する。 選任しています。

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている（要求事項21）

・企業としての社会的責任を果たし、環境保全に取り組む。
当社は地球に優しい駐車場を運営するために、電
気自動車用充電システムを導入しています。
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4 3
　情報公開請求があった場合、市への報
告及び許可を経て、対応する体制を取って
いる。

4 3
　枚方市個人情報保護条例を遵守してい
る。

3 4

　施錠可能な場所に適正に保管がされて
おり、パソコンで管理する個人情報について
はインターネットに接続しないパソコンを使う
など、個人情報保護の重要性を深く認識
し、安全管理がされている。また、従事者へ
の個人情報保護の意識づけが行われてい
る。

3 3
　社内業務監査により、適正な個人情報
の保護体制が構築されている。

・在籍している個人情報保護士による定期巡回を実施して適正な管理運営が
行われているかのチェックおよび更なる保護体制の強化を図る。

個人情報保護士を取得しているものを含めた監査
員による社内業務監査を当社管理物件において
順次定期的に実施しています。貴市は令和5年度
に予定しています。

・

枚方市個人情報保護条例の目的等を踏まえ、個人情報の保護に関する必要な措置について明確に示されている（要求事項28）

・「枚方市個人情報保護条例」を遵守する。
当社は、枚方市個人情報保護条例を遵守してい
ます。

・個人情報保護管理規定を設け、個人情報の重要性を深く意識して厳重な取
扱いに努め、「個人情報保護５ヶ条」の掲示により、管理人に注意喚起する。

当社は、個人情報保護を遵守しています。
①お客様名簿の管理:現場ではお客様名簿等
(個人情報)は必ず、鍵のかかるロッカー・保管庫へ
保管し施錠しています。
また、名簿等（個人情報）を使用するパソコンは
インターネットに接続せず、バックアップデーター（外
付ハードディスク等）は金庫、施錠ロッカー・保管
庫等に保管しています。管理事務所等は、関係者
以外は立ち入り禁止にしています。（定期券更
新・販売時、駐車券紛失等緊急時以外。）
②当社で取り決めた個人情報５か条のポスターを
管理室内にお客様から見える位置に掲示し、お客
様に安心感を与えると共に、管理員にも意識づけ
しています。

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】
枚方市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に示されている（要求事項27）

・情報公開条例を遵守し、所定手続きを経て適切な対応を行う。 当社は、情報公開条例を遵守しています。

・
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3 3
　独自の「防災・事故対応マニュアル」「危
機管理マニュアル」「設備対応マニュアル」が
管理事務所に備え付けられている。

4 4
　緊急時の連絡体制が整備されており、分
かりやすく表示されている。また、緊急事態
発生に備えて訓練が実施されている。

4 4

　トラブル等発生時の本市への報告・対応
方法の提案が迅速であり、後日文書にて
報告されるとともに、本社との 連絡情報共
有も行われている。

4 3
　本市指定のリスク分担表に則り、適切に
対応していてる。

5 4

　基本仕様書等で示している賠償責任保
険に加え、駐車場機器の盗難や故障（経
年劣化を除く）を保証する動産保険に加
入している。

指定管理者による一次評価　平均点 3.4 3.2

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

事業計画の履行において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満

評価項目１　業務の履行状況　⑴　選定時の基準（要求事項）・事業計画の内容（目標）
に関する事項の評価（所管部署）

事業計画における提案以上に、特に良好な管理運営を行っている 二次評価の平均点が４点以上
事業計画に則した適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満
事業計画の履行において一部努力が必要だが、概ね適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満

・市指定のリスク分担表に則り、当社が責任を持って対応に当たる。
貴市指定のリスク分担表に則り、当社が負担する
内容に関しては責任をもって対応にあたります。

・必要な保険に加入する。
自動車管理者賠償責任保険、施設管理者賠償
責任保険、動産保険、昇降機賠償責任保険に
加入しています。

所管部署による二次評価　平均点

評価項目ごとの評価基準（１⑴）

・

・
構成員間（本支社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え方が明確に示され、かつ考え方に対応した分担内容となっている（要求事項31）

・様々なリスクを想定し、適切に対応できる対策を講じる。

①当社は「報告は当社の生命線である。」という考
えを業務に携わる全ての社員に周知徹底させてい
ます。トラブル等発生時には、貴市に対して迅速な
第１報に努めるとともに、以後は当社責任者等が
貴市の担当者を直接訪問するなど、詳細かつ確
実な文書報告を実施しています。同時に対応方
法を貴市に相談し、指示等もいただいています。
②具体的な報告先は、貴市・当社(本社・防災セ
ンター)、その他警察・消防等が挙げられます。

・

・

緊急事態発生時又は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・方策が提案されている（要求事項30）

・「非常時緊急連絡網」や日中・夜間の対応フローによるスムーズな連絡体制の
整備とAEDの設置等、緊急時に備えた対策を講じる。

緊急事態発生時は、当社「非常時緊急連絡網」
および各関係先から情報を収集し、速やかに対処
しています。

【緊急時における対策に関する事項】
緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（要求事項29）

・「危機管理マニュアル」「防犯・事故対応マニュアル」「設備対応マニュアル」を作
成、備え付け、これらに基づき対応する。

警備・危機管理マニュアルは、管理事務所に備付
け、日々日常業務の中で指導しています。
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⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○
電気両機の高騰は外的要因であり、他
の管理運営費で想定外に多く支出してい
る費目は見られない。

○ ○ 運用資金の借り入れは行っていない。

○ ○ 適正に管理されている。

A

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ 改善を要する点が多数ある、又は不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上又は×が１個以上

全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○

一部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である △が20％未満

・

・

評価項目1　業務の履行状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況の評価（所管部署）

評価項目１⑵の評価基準

・収支予算書と比較して、想定外に多く支出している費目がある場合、その理由は
何か、また、今後、予定外の支出が発生するおそれはないか。

光熱水費について、電気料金の高騰に伴い
増額になりました。（約344千円）

・運用資金の借り入れを行っている場合、その理由は適当か。 運用資金の借り入れはございません。

・口座管理、つり銭等の現金管理は適正に行われているか。 適正に行っています。

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・収支予算書と比較して収入額が大幅に乖離している場合、その理由は何か、ま
た、今後安定した収入を得られる見込みがあるか。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
一部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○
委託できる業務については、適切に承

認手続きが行われている。

○ ○ 　適正に管理されている。

○ ○
関係法令並びに、指定管理者自身が

設けている「個人情報保護管理規程」等
に従い適切に管理されている。

○ ○ 　適切に対応されている。

○ ○ 　適切に対応されている。

○ ○ 　適正に管理・保存されている。

○ ○
環境負荷の少ないリサイクル品の購入

や、電気自動車用充電設備システムを
導入している。

○ ○
駐車場を管理運営する上で、必要な

保険に加入している。

○ ○ 　施設内に明記されている。

○ ○
人権遵守内容が盛り込まれたマニュアル

が整備されており、大阪府障害者サポー
トカンパニー第1号の登録を受けた。

○ ○
お客様アンケートやご意見箱、ホーム

ページに寄せられた意見・要望を把握し、
改善が行われている。

○ ○ 　毎月、適切に報告されている。

○ ○ 　適切に修繕されいている。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A評価項目1　業務の履行状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○
一部改善は必要であるが、概ね適切に実施されている △が20％未満
改善を要する点が多数ある、又は不適切な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上又は×が１個以上

・

・

評価項目１⑶の評価基準
全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

・利用者に対するアンケート等、利用者ニーズの情報収集を適切に行うとともに、そ
の結果を踏まえて改善に取り組んでいるか。

ご意見箱の設置やアンケートを実施しニーズの
情報収集に努めることで施設改善に取り組ん
でいます。

・事業報告書、日報・月報等を遅滞なく市に提出するとともに、業務の実施状況が
適切に報告されているか。

適切に報告しています。

・施設や設備等の修繕に関して、実施記録や要修繕箇所の把握が適切に行われ
ており、適宜、市に報告されているか。

市へ報告・相談の上実施しています。

・適切な保険に加入しているか。
施設管理者賠償責任保険他業務に必要な
保険に加入しています。

・指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表示するとともに、利用料
金表等に明記しているか。

明記しています。

・募集要項９ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが行われて
いるか。

当社の駐車・駐輪場従業者必携マニュアルや
人権セミナー等の研修を通じて公平なサービス
の提供を心掛けています。

・職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対
応を行っているか。

必要時応じて記録等の対応を行っています。

・指定管理者が業務に伴って作成し、又は受領した文書等に関し、文書管理に関
する規定等を定め、適正に管理・保存しているか。

適正に管理・保存しています。

・募集要項８ページから９ページに記載している「環境への配慮」が適切に行われて
いるか。

物品購入の最小限化や環境への負荷が少な
いものを調達、アイドリングストップの推進などを
行っています。

・指定管理業務に伴い発生する経費及び収入を、指定管理者が他の事業等で利
用する口座とは別の口座で管理しているか。

明確に区別し、管理しています。

・個人情報保護法等の関係法令に基づき個人情報保護に関し必要な措置を講じ
ているか。

必要な措置を講じています。

・労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。 遵守しています。

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・募集要項１ページから２ページに記載している再委託禁止に関する事項を順守
し、市の承認手続きが適切に行われているか。

適正に行っています。

評価ポイントごとの評価基準

適正（適切）に実施している。
一部改善は必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。
実施していない、又は不適切な点がある
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⑷　改善指示等への対応状況

キャッシュレス決済及び事前精算機導入の周知。

緊急性の高い30万円以上の修繕（駐車場の管理
PC）への対応。

年度終了後に提出する事業報告書への現金とキャッシュ
レス決済の内訳の記載。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

一部対応が不十分な点又は改善を要する点が見られるが、概ね適切に対応されている
対応又は改善を要する点が多数ある、又は不適切な点があり、直ちに対応又は改善を求める

評価項目1　業務の履行状況　⑷　改善指示等への対応状況の評価（所管部署）

令和５年１月 年次報告しました。 　速やかに対応された。

評価項目１⑷の評価基準
全ての内容について適切に対応されており、かつ、特に優れた対応が見られる
全ての内容について適切に対応されている

令和４年４月 弊社ホームページの掲載と場内にポスターを提示しました。
　指定管理者自身のホームページ、施設内へのポ
スター掲示等により、利用者に周知された。

令和４年４月 修繕費より修理を実施。 　修繕費より、速やかに対応された。

指示を行った時期 内　容
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

対応状況 評価内容
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▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○ 　適正である。

○ ○
　自主事業における収入はないが、施設
全体の収支状況は安定している。

○ ○ 　適正である。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

一部改善は必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が20％未満
改善を要する点が多数ある、又は不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める △が20％以上又は×が１個以上

評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）

・

評価項目２の評価基準
継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる
継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○

・施設の収支状況（自主事業の収支を含む）が安定しているか。（赤字の場合
は、その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。）

支出増としては電気料金の高騰があり,また、
自主事業の定期利用者向け貸ロッカーについ
ては収入こそ上がっていませんが、施設全体と
しては概ね維持できています。

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。 特に問題ありません。

・

（損益計算書等）
・安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。）

○ 特に問題ありません。 ○ 　適正である。

（貸借対照表）
・資産・負債の中に大きな前期比増減がある場合、その理由は適当か。

○ 特に問題ありません。 ○ 　適正である。

（監査報告書等）
・事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。

○ 特に問題ありません。 ○ 　適正である。

（監査報告書等）
・会計手続きが適正に行われていることが確認できたか。

○ 特に問題ありません。 ○ 　適正である。

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 特にありません。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
一部改善は必要であるが、概ね適正（適切）である
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▍３　指定管理者による一次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一次評価コメント

▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑴　評価項目ごとの評価結果（再掲）

評価結果

⑴ A
⑵ A
⑶ A
⑷ A

A

　⑵　二次評価コメント

▍５　添付資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆利用者アンケート結果

◆利用状況・収支状況

２　業務の継続性・安定性

　枚方市駅周辺コミュニティパーキング共通駐車券システムの利用促進や利用サービスの向上が図られている。特に、高齢者、障害者の利用も増加傾向にあり、有人管理による安心感を
与えることができている。
　今年度より導入された事前精算機とキャッシュレス決済においては、利用状況等が適切に報告されている。
　また、施設の利用者数が新型コロナウイルス感染症の拡大以前に近づいていることからも、利用者ニーズにあったサービス展開が概ね図られていると考える。
　その他、日常の管理運営においても、トラブル等への対応、設備・機器類の故障への迅速な対応、場内の美化など、安全・安心・快適な利用環境の整備に努めており、事業計画に即し
た管理運営が行われている。引き続き、利用者に選ばれ、安心できる駐車場の管理運営に努めていただきたい。

評価項目

１　業務の履行状況

選定時の基準（要求事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

改善指示等への対応状況

令和4年度の管理運営につきましては、新型コロナ感染症や電気料金の高騰などがありましたが、大きなトラブルなく概ね良好にできていたと考えます。また提案事項の実施状況において
は、一部これらから協議等を行うものや未実施のものもありますが大半の項目が継続中や実施済みになっております。未実施の項目についてはできる限り早期に実施したいと考えます。今
後も引き続き、貴市との連携強化やお客様のニーズを把握するなどより良好な管理運営に努めていきたいと思います。
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